
 
 
 
 
 
 
 
  

司法試験・予備試験短答過去問題集 

 民法⑤セレクション  

第 5/6 編 契約総論・各論  
 

飯田さんの司法試験・予備試験の勉強部屋 
 

・解答ページの右上の問題番号（MN0000）に解説の YouTube

動画のリンクが貼っていますので活用ください。 

・勉強部屋の YouTube のチャンネル登録のご協力をお願いし

ます。 

・データの加工はあくまで個人利用の範囲でお願いします。 

（HP はこちらから） 



H29-23 隔地者間 
隔地者間の契約に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたもの

は，後記１から５までのうちどれか。

ア．承諾者が申込みに条件を付して承諾し，その他変更を加えてこれを承諾したときは，その

申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。

イ．申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には，契約は，

承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

ウ．承諾期間の定めのある申込みに対し，その承諾の通知がその期間内に発送された場合には，

その承諾の通知が申込者に到達しなかったときであっても，契約は成立し，その効力が生ずる。

エ．申込者は，遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

（オ．承諾期間の定めのない申込みに対し承諾の通知が発送された後，申込みの撤回の通知が承諾

者に到達した場合において，その申込みの撤回の通知が通常の場合には承諾の通知の発送の前に到

達すべき時に発送したものであることを承諾者が知ることができたときは，承諾者が申込みの撤回

の通知が延着した旨の通知を申込者に対して発送したか否かにかかわらず，契約は成立しなかった

ものとみなされる。）改正のため解答不能

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ エ ４．ウ オ ５．エ オ

MN3050 B



 
 
 

H29-23 隔地者間 
隔地者間の契約に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたもの 

は，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．承諾者が申込みに条件を付して承諾し，その他変更を加えてこれを承諾したときは，その 

申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。 

イ．申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には，契約は， 

承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 

ウ．承諾期間の定めのある申込みに対し，その承諾の通知がその期間内に発送された場合には， 

その承諾の通知が申込者に到達しなかったときであっても，契約は成立し，その効力が生ずる。 

エ．申込者は，遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。 

（オ．承諾期間の定めのない申込みに対し承諾の通知が発送された後，申込みの撤回の通知が承諾

者に到達した場合において，その申込みの撤回の通知が通常の場合には承諾の通知の発送の前に到

達すべき時に発送したものであることを承諾者が知ることができたときは，承諾者が申込みの撤回

の通知が延着した旨の通知を申込者に対して発送したか否かにかかわらず，契約は成立しなかった

ものとみなされる。）改正のため解答不能 

  

１．ア イ  ２．ア ウ ３．イ エ  ４．ウ オ  ５．エ オ 

MN3050 B 

https://youtu.be/H_Te2GbM2TQ


 
 
 

R02-22 契約の成立 
契約の成立に関する次のアからオまでの各記述のうち，契約が成立していないものの組合せと 

して正しいものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．ＡがＢに対し，承諾の期間を申込みから１週間と定めて撤回の権利の留保なく契約の申込 

みをし，その２日後に申込みを撤回したが，Ｂは申込みから５日後に承諾した。 

イ．Ａが対話中にその終了後も契約の申込みが効力を失わない旨を表示せずに対話者であるＢ 

に対して契約の申込みをしたところ，Ｂは対話終了後の翌日に承諾した。 

ウ．Ｂは，Ａによる契約の申込みに対し，承諾の通知を発した後に死亡したが，Ａは，その承 

諾の通知の到達前にＢ死亡の事実を知っていた。 

エ．ＡがＢに対して契約の申込みの通知を発した後に死亡したが，Ａは自らが死亡したとすれ 

ばその申込みは効力を有しない旨の意思を表示しておらず，ＢはＡ死亡の事実を知らずに承 

諾した。 

オ．ＡがＢに対して承諾の期間を申込みから１週間と定めて契約の申込みをしたところ，Ｂは 

申込みから１０日後に承諾した。 

  

１．ア ウ  ２．ア オ  ３．イ エ  ４．イ オ  ５．ウ エ 

MN3051 B 



https://youtu.be/kTC_swTm9KE


 
 
 

R01-22 同時履行 
同時履行に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ 

せたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．有償の委任契約における委任者の報酬支払義務と受任者の事務処理義務とは，同時履行の関 

係にある。 

イ．売買の目的物である未登記建物に契約不適合があることを理由に売買契約が解除された場合， 

売主の代金返還義務と買主の建物返還義務とは，同時履行の関係にある。（問改） 

ウ．建物賃貸借契約が終了し賃借人が造作買取請求権を行使した場合，賃貸人の造作買取代金支 

払義務と賃借人の建物明渡義務とは，同時履行の関係にある。 

エ．未成年者が行為能力の制限を理由に動産売買契約を取り消した場合，両当事者が互いに負う 

返還義務は，同時履行の関係にある。 

オ．期間満了による建物の賃貸借契約終了に伴う賃借人の建物明渡義務と賃貸人の敷金返還義務 

とは，同時履行の関係にある。 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ エ  ４．イ オ  ５．ウ オ 

MN3100 A 



https://youtu.be/33Qwvmwf1r0


 
 
 

H27-11Y 債権債務関係 
ＡがＡ所有の宝石を代金１００万円でＢに売却した際，その宝石の代金債務と宝石の引渡債務の 

履行期を同一とすることがＡＢ間で合意された。この事例に関する次のアからオまでの各記述のう 

ち，判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．Ａ及びＢが各自の債務を履行した後に，第三者Ｃの詐欺を理由としてＢがＡＢ間の売買契 

約を取り消した場合，ＡのＢに対する宝石代金の返還債務とＢのＡに対する宝石の返還債務 

とは，同時履行の関係にある。 

イ．ＡがＢに対する宝石の代金債権を第三者Ｄに譲渡してＢにその旨を通知した後，Ｂが遅滞 

なく異議を述べなかった場合，Ｂは，Ｄからの宝石代金の支払請求に対し，同時履行の抗弁 

権を行使することができない。 

ウ．ＡがＢに対して別の貸金債務を負っている場合，ＢのＡに対する宝石の代金債務について 

その履行期が到来しても，Ａは，ＡのＢに対する宝石の引渡債務について弁済又はその提供 

をしていないときは，ＡのＢに対する宝石の代金債権とＢのＡに対する別の貸金債権とを対 

当額で相殺することができない。 

エ．ＡがＢに対して宝石代金の支払を求める訴えを提起した場合，Ｂの同時履行の抗弁が認め 

られるときは，Ａの請求は全部棄却される。 

オ．ＢがＡに対して宝石の引渡債務の履行遅滞に基づく損害賠償を求める訴えを提起した場合， 

Ｂが宝石の代金債務の弁済の提供をしていないときは，Ｂの請求は全部棄却される。 

  

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ エ  ４．ウ エ  ５．ウ オ 

MN3110 A 



https://youtu.be/fo_HfxXIHms


 
 
 

H25-17 後発的滅失 
建物を目的物とする売買契約が締結された後，その引渡期日が到来する前に売主の占有下で当該 

建物の全部が滅失した場合に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わ 

せたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．当該建物の滅失が売主の責めに帰すべき事由による場合，売主は，買主からの建物の引渡請 

求を拒絶することができる。 

イ．当該建物の滅失が買主の責めに帰すべき事由による場合，売主は，買主に対して代金の支払 

を請求することはできない。 

ウ．当該建物の滅失が売主の責めに帰すべき事由による場合，買主は，既に売主に代金を支払っ 

ているときは，契約を解除して，その代金の返還を請求することができる。 

エ．当該建物の滅失が買主の責めに帰すべき事由による場合，買主は，既に売主に代金を支払っ 

ているときでも，その返還を請求することはできない。 

オ．当該建物の滅失が不可抗力による場合，買主は，既に売主に代金を支払っているときは，その

返還を請求することができない。（問改） 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ エ  ４．イ オ  ５．ウ オ 

MN3140 A 



 
 
 

H25-17 後発的滅失 
建物を目的物とする売買契約が締結された後，その引渡期日が到来する前に売主の占有下で当該 

建物の全部が滅失した場合に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わ 

せたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．当該建物の滅失が売主の責めに帰すべき事由による場合，売主は，買主からの建物の引渡請 

求を拒絶することができる。 

イ．当該建物の滅失が買主の責めに帰すべき事由による場合，売主は，買主に対して代金の支払 

を請求することはできない。 

ウ．当該建物の滅失が売主の責めに帰すべき事由による場合，買主は，既に売主に代金を支払っ 

ているときは，契約を解除して，その代金の返還を請求することができる。 

エ．当該建物の滅失が買主の責めに帰すべき事由による場合，買主は，既に売主に代金を支払っ 

ているときでも，その返還を請求することはできない。 

オ．当該建物の滅失が不可抗力による場合，買主は，既に売主に代金を支払っているときは，その

返還を請求することができない。（問改） 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ エ  ４．イ オ  ５．ウ オ 

MN3140 A 

https://youtu.be/IpI92o2QLnM


 
 
 

H28-23 第三者のための契約 
Ａは，Ｂとの間で，Ａの所有する著名な陶芸家の銘が入った絵皿（以下「甲」という。）をＢに 

３００万円で売り，代金はＢがＣに支払うとの合意をした。この事例に関する次のアからオまでの 

各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちど 

れか。 

  

ア．ＡＢ間の売買契約の当時，Ｃが胎児であり，受益の意思表示をすることができなかったとき 

は，その後Ｃが出生したとしてもＡＢ間の売買契約は無効である。 

イ．ＡＢ間の売買契約が締結され，Ｃが受益の意思表示をした後，実は甲が贋作であることが判 

明し，ＢがＡの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合，ＣがＡの詐欺について善意無過失で 

あるときは，Ｂは詐欺取消しをＣに対抗することができない。 

ウ．Ｃに対して債権を有するＤは，ＡＢ間の売買契約が締結された後，Ｃが受益の意思表示をせ 

ず，かつ無資力である場合には，Ｃに代位して受益の意思表示をすることができる。 

エ．ＡＢ間の売買契約が締結された後，ＡがＢに甲を引き渡したにもかかわらず，ＢがＣに甲の 

代金３００万円を支払わない場合には，ＣはＢに催告した上，ＡＢ間の売買契約を解除するこ 

とができる。 

オ．ＡＢ間の売買契約が，ＡのＣに対する宝石の売買契約に基づく代金債務を弁済するために締 

結され，Ｃが受益の意思表示をした場合において，Ａがその目的をＢに告げていなかったとき 

は，ＡＣ間の宝石の売買契約が無効であっても，Ｃは，Ｂに対し，甲の代金３００万円の請求 

をすることができる。 

  

１．ア イ  ２．ア ウ  ３．イ エ  ４．ウ オ  ５．エ オ 

MN3160 A 



https://youtu.be/50Y0mN71Ga4


 
 
 

H29-24K 解除 
売買契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組 

み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．債務不履行を理由に売買契約が解除された場合において，その債務不履行の時から 10 年 

を経過したときは，解除による原状回復請求権の消滅時効が完成する。（改正で不適当） 

イ．売主が目的物を引き渡し，買主が代金の一部を支払った場合において，債務不履行を理由 

に売買契約が解除されたときは，売主の目的物返還請求権と買主の代金返還請求権とは，同 

時履行の関係にない。 

ウ．売主が目的物を引き渡したが，買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において， 

売主が買主に対して相当の期間を定めて債務の履行の催告をしたとしても，売主がその催告 

に際して履行がなければ解除する旨の通知をしていないときは，売主は，相当期間の経過後 

も当該売買契約を解除することができない。 

エ．売主が目的物を引き渡したが，買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において， 

売主が買主に対して相当の期間を定めて代金の支払を催告したにもかかわらず，買主が代金 

の支払を拒絶する意思を明確に表示したときは，売主は，相当の期間が経過する前であって 

も，当該売買契約を解除することができる。 

オ．買主の債務不履行を理由に売主が解除権を取得したとしても，その解除権の行使前に買主 

がその債務を履行したときは，売主は，その解除権を行使することができない。 

  

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ ウ  ４．ウ エ  ５．エ オ 

MN3210 A 



 
 
 

H29-24K 解除 
売買契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組 

み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．債務不履行を理由に売買契約が解除された場合において，その債務不履行の時から 10 年 

を経過したときは，解除による原状回復請求権の消滅時効が完成する。（改正で不適当） 

イ．売主が目的物を引き渡し，買主が代金の一部を支払った場合において，債務不履行を理由 

に売買契約が解除されたときは，売主の目的物返還請求権と買主の代金返還請求権とは，同 

時履行の関係にない。 

ウ．売主が目的物を引き渡したが，買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において， 

売主が買主に対して相当の期間を定めて債務の履行の催告をしたとしても，売主がその催告 

に際して履行がなければ解除する旨の通知をしていないときは，売主は，相当期間の経過後 

も当該売買契約を解除することができない。 

エ．売主が目的物を引き渡したが，買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において， 

売主が買主に対して相当の期間を定めて代金の支払を催告したにもかかわらず，買主が代金 

の支払を拒絶する意思を明確に表示したときは，売主は，相当の期間が経過する前であって 

も，当該売買契約を解除することができる。 

オ．買主の債務不履行を理由に売主が解除権を取得したとしても，その解除権の行使前に買主 

がその債務を履行したときは，売主は，その解除権を行使することができない。 

  

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ ウ  ４．ウ エ  ５．エ オ 

MN3210 A 

https://youtu.be/t42nsT9mLqo


 
 
 

R02-10Y 解除 
契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは， 

後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．解除権の行使について期間の定めがない場合において，相手方が，解除権を有する者に対 

し，相当の期間を定めて，その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をしたに 

もかかわらず，当該期間内に解除の通知を受けないときは，解除権は消滅する。 

イ．契約の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけれ 

ば契約の目的を達成することができない債務について，債務者が履行をしないでその時期を 

経過したときは，契約の解除がされたものとみなされ，当該債務は当然に消滅する。 

ウ．債務の一部の履行が不能である場合において，残存する部分のみでは契約をした目的を達 

することができないときは，債権者は，催告をすることなく，直ちに契約の全部の解除をす 

ることができる。 

エ．解除権を有する債権者が，過失によって契約の目的物を著しく損傷した場合には，その債 

権者が解除権を有することを知らなかったとしても，解除権は消滅する。 

オ．解除権が行使された場合の原状回復において，金銭以外の物を返還するときは，その物を 

受領した時以後に生じた果実をも返還する義務がある。 

  

１．ア イ  ２．ア ウ  ３．イ エ  ４．ウ オ  ５．エ オ 

MN3211 B 



https://youtu.be/Kqd71xqa4co


 
 
 

H28-22K 各種契約 
契約に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，後記１から 

５までのうちどれか。 

  

ア．贈与は，当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し，相手方が受諾を 

することによって，その効力を生ずるから，贈与を受ける者が贈与の申込みをし，相手方がこ 

れを承諾しても贈与の効力は生じない。 

イ．売買契約において契約不適合責任を免除する特約がある場合であっても，その当時売買の目的 

物について種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを売主が知りながらその瑕疵

があることを告げなかったときには，売主は契約不適合責任を免れない。（問改） 

ウ．判例によれば，ＡがＢ所有の甲建物を賃貸権限を有しないＣから賃借している場合において， 

ＢがＡに甲建物の明渡しを求めたときは，Ａは，甲建物を使用収益することができなくなるお 

それが生じたものとして，Ｃに対し，それ以降の賃料の支払を拒絶することができる。 

エ．賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において，賃貸人が賃借人に対し賃借物の修繕義務を 

負うときは，賃貸人は，転借人に対しても直接に賃借物の修繕義務を負う。 

オ．有償の金銭消費寄託契約において，当事者が返還の時期を定めなかったときは，寄託者は， 

受寄者に対し相当の期間を定めて催告をしなければ，金銭の返還を請求することができない。 

  

１．ア イ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．ウ オ  ５．エ オ 

MN3230 A 



https://youtu.be/e5KQxkoZJwM


 
 
 

R03-23K 契約不適合 
ＡＢ間の売買契約において，売主Ａが買主Ｂに対して引き渡した目的物の数量が不足しており， 

契約の内容に適合しない場合の買主Ｂの権利に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいも 

のを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．数量の不足がＡＢいずれの責めにも帰することができない事由によって生じた場合，ＢはＡ 

Ｂ間の売買契約を解除することができない。 

イ．数量の不足がＢの責めに帰すべき事由によって生じた場合，ＢはＡＢ間の売買契約を解除す 

ることができない。 

ウ．数量の不足がＢの責めに帰すべき事由によって生じた場合，不足分の引渡しが可能であって 

も，Ｂは不足分の引渡しを請求することができない。 

エ．不足分の引渡しが可能であり，Ａがその引渡しを申し出た場合であっても，Ｂは，その申出 

を拒んで直ちに代金の減額を請求することができる。 

オ．Ｂが数量の不足を知った時から１年以内にその旨をＡに通知しない場合には，Ａが引渡しの 

時に数量の不足を知り又は重大な過失によって知らなかったときを除き，Ｂは損害賠償の請求 

をすることができない。 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．イ オ ５．エ オ 

MN3231 B 



https://youtu.be/IX1P3huKQGk


 
 
 

R03-37 書面等による契約 
書面等による契約に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを 

組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．住宅の所有を目的として締結された定期借地権の設定契約は，公正証書によらなければその 

効力を生じない。 

イ．保証契約は，その合意が電子メールを相互に送受信する方法によってされた場合には，書面 

が作成されていなくてもその効力を生じる。 

ウ．贈与契約において，贈与者の意思表示が書面によってされている場合には，受贈者の意思表 

示が書面によってされていないときでも，贈与者は，贈与契約の解除をすることができない。 

エ．金銭消費貸借契約は，書面によってされた場合であっても，借主が貸主から合意した金銭を 

受け取るまでは，その効力を生じない。 

オ．書面によらない有償寄託契約の受寄者は，寄託物を受け取るまでは契約の解除をすることが 

できる。 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．イ オ  ５．エ オ 

MN3251 B 



＝

https://youtu.be/heMALT1LqoU


 
 
 

H29-25 贈与 
贈与に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた 

ものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．書面によらないで動産の贈与がされ，その引渡しがされた場合において，その引渡しが占 

有改定により行われたときは，贈与者は，贈与を解除することができる。（問改） 

イ．贈与者が他人の不動産を贈与した場合において，贈与者は，その不動産の所有権を取得して受

贈者に移転する義務を負う。（問改） 

ウ．定期の給付を目的とする贈与は，受贈者の死亡によって，その効力を失うが，贈与者が死 

亡しても，その効力は失われない。 

エ．贈与については，負担付きのものであっても，双務契約に関する規定は準用されない。 

オ．書面によって死因贈与がされたとしても，贈与者は，生前，いつでもその贈与を撤回する 

ことができる。 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ エ  ４．イ オ  ５．ウ オ 

MN3280 A 



 
 
 

H29-25 贈与 
贈与に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた 

ものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．書面によらないで動産の贈与がされ，その引渡しがされた場合において，その引渡しが占 

有改定により行われたときは，贈与者は，贈与を解除することができる。（問改） 

イ．贈与者が他人の不動産を贈与した場合において，贈与者は，その不動産の所有権を取得して受

贈者に移転する義務を負う。（問改） 

ウ．定期の給付を目的とする贈与は，受贈者の死亡によって，その効力を失うが，贈与者が死 

亡しても，その効力は失われない。 

エ．贈与については，負担付きのものであっても，双務契約に関する規定は準用されない。 

オ．書面によって死因贈与がされたとしても，贈与者は，生前，いつでもその贈与を撤回する 

ことができる。 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ エ  ４．イ オ  ５．ウ オ 

MN3280 A 

https://youtu.be/FFoIbgUp3SM


 
 
 

R03-24 贈与 
贈与に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた 

ものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．死因贈与は，書面によることを要せず，当事者の合意のみで成立する。 

イ．贈与者は，特約のない限り，目的物が特定した時の状態でこれを引き渡せば足りる。 

ウ．受贈者は，贈与契約が書面によらない場合であっても，履行の終わっていない部分について 

贈与契約を解除することができない。 

エ．負担付贈与においては，贈与者は，受贈者がその負担である義務の履行を怠ったことを理由 

として，贈与契約を解除することができない。 

オ．登記された建物が書面によらずに贈与された場合，贈与者は，受贈者への目的物の引渡し及 

び所有権移転登記の双方がされるまでは，贈与契約を解除することができる。 

  

１．ア イ  ２．ア ウ  ３．イ オ  ４．ウ エ  ５．エ オ 

MN3281 A 



https://youtu.be/zstKS4ecRmk


 
 
 

R02-24 他人の権利の売買 
他人の権利の売買に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたもの 

は，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合，買主は，契約時にその 

権利が売主に属しないことを知っていたとしても，それにより損害賠償の請求を妨げられな 

い。 

イ．売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合，そのことについて売主 

の責めに帰すべき事由が存在しないときであっても，買主は売主に対して損害賠償請求をす 

ることができる。 

ウ．売買の目的である権利の一部が他人に属することにより，その権利の一部が買主に移転さ 

れず, 履行の追完が不能である場合，そのことについて買主の責めに帰すべき事由が存在し 

ないときは，買主は，催告をすることなく，直ちに代金の減額を請求することができる。 

エ．売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合，買主は，契約時にその 

権利が売主に属しないことを知っていたときは，契約を解除することができない。 

オ．売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合，買主は，善意の売主に 

対しては，当該権利が他人の権利であることを知った時から１年以内にその旨を通知しなけ 

れば，損害賠償の請求をすることができない。 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．イ オ  ５．エ オ 

MN3321 A 



https://youtu.be/BBczhiEVkHA


 
 
 

H26-16 種類物売買 
売買契約においてその目的物であるワインを種類のみで指定し，買主の住所で引き渡すこととさ 

れていた場合に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを組 

み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したのに，買主がその受領を拒んだ場 

合には，その後売主がそのワインを故意に滅失させたときであっても，売主は，ワインの引渡 

債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。 

イ．売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが，買主がその受領を拒んだ場合 

において，その後そのワインが保管されていた倉庫が第三者の放火によって焼失し，ワインが 

滅失したときには，売主は，ワインの引渡債務を免れる。 

ウ．売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが，買主がその受領を拒んだ場合 

において，その後そのワインが買主の過失により滅失したときは，買主は，ワインの代金債務 

を免れない。 

エ．売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが，買主がその受領を拒んだ場合 

には，その１週間後に売主が買主に対してワインの代金の支払を求めてきたときであっても， 

買主は，ワインの引渡しとの同時履行の抗弁を主張することができない。 

オ．買主があらかじめワインの受領を拒んでいる場合において，売主が弁済の準備をしたことを 

買主に通知してその受領を催告したときは，売主は，約定の期日に買主の住所にワインを持参 

しなくても，ワインの引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．イ オ  ５．エ オ 

MN3350 A 



 
 
 

H26-16 種類物売買 
売買契約においてその目的物であるワインを種類のみで指定し，買主の住所で引き渡すこととさ 

れていた場合に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを組 

み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したのに，買主がその受領を拒んだ場 

合には，その後売主がそのワインを故意に滅失させたときであっても，売主は，ワインの引渡 

債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。 

イ．売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが，買主がその受領を拒んだ場合 

において，その後そのワインが保管されていた倉庫が第三者の放火によって焼失し，ワインが 

滅失したときには，売主は，ワインの引渡債務を免れる。 

ウ．売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが，買主がその受領を拒んだ場合 

において，その後そのワインが買主の過失により滅失したときは，買主は，ワインの代金債務 

を免れない。 

エ．売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが，買主がその受領を拒んだ場合 

には，その１週間後に売主が買主に対してワインの代金の支払を求めてきたときであっても， 

買主は，ワインの引渡しとの同時履行の抗弁を主張することができない。 

オ．買主があらかじめワインの受領を拒んでいる場合において，売主が弁済の準備をしたことを 

買主に通知してその受領を催告したときは，売主は，約定の期日に買主の住所にワインを持参 

しなくても，ワインの引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．イ オ  ５．エ オ 

MN3350 A 

https://youtu.be/21KJcR1Zbdw


 
 
 

H28-24 売買 
売買に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ 

せたものは，後記１から５までのうちどれか。 

ア．解約手付の授受された売買契約の買主は，自ら履行に着手した場合でも，売主が履行に着手 

するまでは，手付を放棄して売買契約の解除をすることができる。 

イ．甲土地の売買契約がＡを売主，Ｂを買主として締結され，ＡからＢに甲土地の引渡しがされ 

たが，甲土地がＣの所有であった場合において，Ａが甲土地の権利をＣから取得してＢに移転 

することができないことを理由にＢが甲土地の売買契約を解除したときは，Ｂは，Ａに対し， 

その解除までの間の甲土地の使用利益を返還しなければならない。 

ウ．建物とその敷地の賃借権とが売買契約の目的とされた場合には，敷地に欠陥があり，賃貸人 

がその欠陥について修繕義務を負担するときであっても，買主は，売主に対し，その欠陥が売 

買の目的物の種類・品質に関する契約不適合に該当することを理由として担保責任を追及すること

ができる。（問改） 

エ．売買契約の目的物の種類・品質に関する契約不適合がある場合において，買主がその不適合が

あることを知った時から１年以内に不適合に関する通知をしたときは，その時点で買主が目的物の

引渡しを受けた時から１０年を経過していたときであっても，その損害賠償請求権につき消滅時効

は完成しない。（問改） 

オ．建物の競売の手続が開始され，借地権の存在を前提として建物の売却が実施されたこと 

が明らかであるにもかかわらず，実際には建物の買受人が代金を納付した時点において借地権 

が存在しなかったことにより，建物の買受人がその目的を達することができず，かつ，債務者 

が無資力であるときは，建物の買受人は，強制競売による建物の売買契約を解除した上，売却 

代金の配当を受けた債権者に対し，その代金の返還を請求することができる。（問改） 

１．ア イ  ２．ア オ ３．イ ウ  ４．ウ エ  ５．エ オ 

MN3370 A 



https://youtu.be/mQCIX3TPvjM


 
 
 

H29-27 売主の担保責任 
Ａ所有の甲土地をＢがＣに対して売り渡す旨の契約（以下「本件売買契約」という。）が締結さ 

れた場合に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ 

たものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．本件売買契約が締結された時に，Ａが甲土地を他の者に譲渡する意思がなく，ＢがＡから 

甲土地の所有権を取得することができない場合であっても，本件売買契約は有効に成立する。 

イ．Ｂが死亡し，ＡがＢを単独で相続したときは，Ａは，Ｃに対し，甲土地の売主としての履 

行を拒むことはできない。 

ウ．Ｃが甲土地の引渡しをＢから受けるのと同時にＢに対して甲土地の代金を支払ったが，Ｂ 

が甲土地の所有権を取得することができなかったことから，Ｃは，本件売買契約を解除した。 

その後，ＣがＡから甲土地の引渡しを請求されたときは，Ｃは，Ｂから甲土地の代金の返還 

を受けるまで，甲土地を留置することができる。 

（エ．本件売買契約が締結された時にＢが甲土地の所有権がＢに属しないことを知らず，Ｃが甲土

地の所有権がＢに属しないことを知っていた場合において，Ｂが甲土地の所有権を取得してＣに移

転することができないときは，Ｂは，Ｃに対し，甲土地の所有権を移転することができない旨を通

知して，本件売買契約を解除することができる。）問題不適当 

オ．Ｃが本件売買契約の締結時に甲土地の所有権がＢに属しないことを知らなかった場合におい

て，Ｂが甲土地の所有権を取得してＣに移転することができないときは，Ｃは，甲土地の所有権が

Ｂに属しないことを知った時から１年以内に通知しない限り，本件売買契約を解除することができ

る。（問改） 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．イ オ  ５．エ オ 

MN3390 B 



 
 
 

H29-27 売主の担保責任 
Ａ所有の甲土地をＢがＣに対して売り渡す旨の契約（以下「本件売買契約」という。）が締結さ 

れた場合に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ 

たものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．本件売買契約が締結された時に，Ａが甲土地を他の者に譲渡する意思がなく，ＢがＡから 

甲土地の所有権を取得することができない場合であっても，本件売買契約は有効に成立する。 

イ．Ｂが死亡し，ＡがＢを単独で相続したときは，Ａは，Ｃに対し，甲土地の売主としての履 

行を拒むことはできない。 

ウ．Ｃが甲土地の引渡しをＢから受けるのと同時にＢに対して甲土地の代金を支払ったが，Ｂ 

が甲土地の所有権を取得することができなかったことから，Ｃは，本件売買契約を解除した。 

その後，ＣがＡから甲土地の引渡しを請求されたときは，Ｃは，Ｂから甲土地の代金の返還 

を受けるまで，甲土地を留置することができる。 

（エ．本件売買契約が締結された時にＢが甲土地の所有権がＢに属しないことを知らず，Ｃが甲土

地の所有権がＢに属しないことを知っていた場合において，Ｂが甲土地の所有権を取得してＣに移

転することができないときは，Ｂは，Ｃに対し，甲土地の所有権を移転することができない旨を通

知して，本件売買契約を解除することができる。）問題不適当 

オ．Ｃが本件売買契約の締結時に甲土地の所有権がＢに属しないことを知らなかった場合におい

て，Ｂが甲土地の所有権を取得してＣに移転することができないときは，Ｃは，甲土地の所有権が

Ｂに属しないことを知った時から１年以内に通知しない限り，本件売買契約を解除することができ

る。（問改） 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．イ オ  ５．エ オ 

MN3390 B 

https://youtu.be/6hyhwTtWmMo


 
 
 

R01-24 売買契約 
ＡとＢは，平成３１年４月１日，Ａ所有の中古自転車（以下「甲」という。）を，同月１０日引 

渡し，同月２０日代金支払の約定でＢに売却する旨の売買契約を締結した。この事例に関する次の 

アからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは，後記１ 

から５までのうちどれか。 

ア．甲は，平成３１年４月８日，Ｂの責めに帰すべき事由により滅失した。この場合において， 

ＡがＢに対して同月２０日に代金の支払を請求したときは，Ｂは，この請求を拒むことができ 

ない。 

解答不能（イ．Ａは，Ｂに対し，平成３１年４月１０日，甲を引き渡したが，甲には売買契約の締

結前から隠れた瑕疵があった。この場合において，その瑕疵の存在により契約をした目的を達する

ことができないときは，Ｂは，売買契約を解除することができる。） 

ウ．Ａは，Ｂに対し，平成３１年４月１０日，甲を引き渡したが，Ｂは，同月２０日を経過して 

も代金を支払わず，同月２１日，事情を知らないＣに甲を売却し，引き渡した。この場合にお 

いて，Ａが相当の期間を定めて催告してもＢが代金を支払わないときは，Ａは，Ｂとの間の売 

買契約を解除し，Ｃに対し，甲の返還を求めることができる。 

エ．ＡがＢに約定どおり甲を引き渡さなかったことから，Ｂは，Ａに対し，平成３１年４月２１ 

日，代金につき弁済の提供をしないまま，甲の引渡しを求めた。この場合，Ａは，Ｂに対し， 

同時履行の抗弁権を主張して，Ｂからの引渡請求を拒むことができる。 

オ．Ａは，Ｂに対し，平成３１年４月２５日，甲を引き渡したが，Ｂは，Ａに対し，その後も代 

金を支払っていない。この場合，Ａは，Ｂに対し，甲の代金及び同月２１日からの利息の支払 

を求めることができる。 

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ エ  ４．イ オ  ５．ウ オ 

MN3420 A 



https://youtu.be/WKaFMwaCvSI


 
 
 

R02-15 売買契約の締結後の事情 
ＡとＢは，Ａが所有する骨董品甲をＢに１００万円で売却する旨の売買契約を締結した。この 

事例に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたも 

のは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．売買契約の締結後，Ｂが代金１００万円を支払ったが，引渡期日前に，ＡがＢに対して甲 

を引き渡すつもりは全くないと告げ，Ｂの働きかけにもかかわらず翻意しないときは，Ｂは， 

引渡期日の到来を待つことなく，Ａに対し，債務の履行に代わる損害の賠償を請求すること 

ができる。 

イ．売買契約の締結の前日に甲が焼失していたときは，当該売買契約は効力を生じない。 

ウ．売買契約の締結後，Ｂが代金１００万円を支払ったが，Ａが甲をＢに引き渡す前に，甲が 

Ｂの責めに帰すべき事由により焼失した場合において，Ａが甲の焼失による損害をてん補す 

るために支払われる損害保険金７０万円を得たときは，Ｂは，Ａに対し，７０万円の支払を 

請求することができる。 

エ．売買契約の締結後，Ａが甲をＢに引き渡す前に，甲が第三者の失火により焼失したときは， 

Ｂの代金支払債務は当然に消滅する。 

オ．Ａが引渡期日に甲の引渡しの提供をしたところ，Ｂが正当な理由なく受領を拒絶したため， 

Ａの下で甲を保管中に，Ａの重過失により甲が滅失したときは，Ｂは，代金の支払を拒むこ 

とができない。 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．イ オ  ５．エ オ 

MN3422 B 



〇

https://youtu.be/pF665Z-gYmw


 
 
 

H29-11Y 買戻し 
不動産の売買契約と同時にされた買戻しの特約に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例 

の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．買戻しの期間は，１０年を超えることができない。 

イ．買戻しの特約において，その期間を定めたときであっても，後日これを伸長することができ 

る。 

ウ．売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは，買戻しは，第三者に対抗することができ

る。（問改） 

エ．売主は，買戻しの特約により，買主が支払った代金及び契約の費用（別段の合意をした場合は

その合意により定めた金額）を返還して，売買の解 

除をすることができる。（問改） 

オ．売主が買戻しの実行をしたときは，買主は，売買契約締結後買戻しの実行までの間に取得 

した果実を売主に返還しなければならない。 

  

１．ア イ  ２．ア ウ  ３．イ オ  ４．ウ エ  ５．エ オ 

MN3430 B 



〇

https://youtu.be/KDwFMOXxCZI


 
 
 

H24-25 消費貸借 
消費貸借に関する次の１から５までの各記述のうち，誤っているものを２個選びなさい。 

  

１．消費貸借は，金銭でない物を目的としてすることができる。 

２．無利息の金銭消費貸借は，書面でしなければ，その効力を生じない。 

３．返還の時期が暦日である確定期限で定められた場合，貸主が目的物の返還を請求する訴訟に 

おいて，原告は，その期限の到来を主張する必要があるが，暦日の到来は顕著な事実であるか 

ら証明することを要しない。 

４．消費貸借により貸し渡された金銭の返還義務を目的として準消費貸借をすることは許されな

い。（問改） 

５．消費貸借の予約は，その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは，その効力 

を失う。 

MN3440 A 



 
 
 

H24-25 消費貸借 
消費貸借に関する次の１から５までの各記述のうち，誤っているものを２個選びなさい。 

  

１．消費貸借は，金銭でない物を目的としてすることができる。 

２．無利息の金銭消費貸借は，書面でしなければ，その効力を生じない。 

３．返還の時期が暦日である確定期限で定められた場合，貸主が目的物の返還を請求する訴訟に 

おいて，原告は，その期限の到来を主張する必要があるが，暦日の到来は顕著な事実であるか 

ら証明することを要しない。 

４．消費貸借により貸し渡された金銭の返還義務を目的として準消費貸借をすることは許されな

い。（問改） 

５．消費貸借の予約は，その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは，その効力 

を失う。 

MN3440 A 

https://youtu.be/VEPUtApucaM


 
 
 

H30-23K 金銭消費貸借 
民法上の金銭消費貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤ってい 

るものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．金銭消費貸借の予約は，書面によらなければならない。 

イ．貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付した場合であっても，金銭消費貸借は効力を生ず 

る。 

ウ．金銭消費貸借において，反対の意思の表示がない限り，貸主は法定利率による利息を請求す 

ることができる。 

エ．金銭消費貸借において貸主が利息を請求することができる場合，借主は，特約のない限り， 

元本を受け取った日を含めて利息を支払わなければならない。 

オ．金銭消費貸借において，返還場所に関する合意をしなかった場合には，借主は貸主の現在の 

住所に弁済金を持参して返還をしなければならない。 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．イ オ  ５．エ オ 

MN3460 A 



〇

https://youtu.be/qBZF1K37WQY


 
 
 

R03-25 使用貸借 
Ａは，Ｂとの間で，Ａが所有する甲建物をＢに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。この場 

合におけるＡＢ間の法律関係について述べた次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを 

組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．Ｂは，Ａの承諾がなくても，甲建物を第三者に使用させることができる。 

イ．ＡＢ間の使用貸借契約が書面によるものでないときは，Ａは，甲建物をＢに引き渡すまでは， 

いつでもその契約を解除することができる。 

ウ．Ｂは，甲建物について通常の必要費を支出したときは，その必要費をＡに請求することがで 

きる。 

エ．ＡＢ間の使用貸借契約は，Ｂが展示会乙を開催することを目的とするものであった場合には， 

貸借期間を合意で決めていなかったとしても，展示会乙の会場としての使用を終えることによ 

って終了する。 

オ．Ｂは，甲建物を使用するに当たり，その壁面に取り外しができる棚を造り付けた。Ｂは，使 

用貸借契約が終了したときは，その取り外しに過分の費用を要するのでない限り，その棚を収 

去しなければならない。 

  

１．ア ウ  ２．ア オ  ３．イ エ  ４．イ オ  ５．ウ エ 

MN3501 A 



https://youtu.be/7kttvBbLsto


 
 
 

H30-11Y 賃貸借 
不動産の賃貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているもの 

を組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．所有者の承諾を得ずにされた他人物賃貸借の賃借人は，後日，所有者からその明渡しの請求 

を受けたときは，それ以後，賃貸人に対して賃料の支払を拒むことができる。 

イ．対抗力のある賃借権を有する賃借人は，賃貸人の承諾を得ずに賃借権を第三者に譲渡し，又 

は賃借物を第三者に転貸することができる。 

ウ．対抗力のある賃借権が設定された不動産の譲渡がされた場合において，新所有者が旧所有者 

の賃貸人としての地位を承継するには，賃借人に対して承継の通知をしなければならない。 

エ．賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において，そのために賃借人が 

賃借をした目的を達することができなくなるときは，賃借人は，契約の解除をすることができ 

る。 

オ．賃貸借は，賃貸人の死亡又は賃借人の死亡のいずれの場合であっても，当然には終了しない。 

  

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ ウ  ４．ウ エ  ５．エ オ 

MN3540 A 



 
 
 

H30-11Y 賃貸借 
不動産の賃貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているもの 

を組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．所有者の承諾を得ずにされた他人物賃貸借の賃借人は，後日，所有者からその明渡しの請求 

を受けたときは，それ以後，賃貸人に対して賃料の支払を拒むことができる。 

イ．対抗力のある賃借権を有する賃借人は，賃貸人の承諾を得ずに賃借権を第三者に譲渡し，又 

は賃借物を第三者に転貸することができる。 

ウ．対抗力のある賃借権が設定された不動産の譲渡がされた場合において，新所有者が旧所有者 

の賃貸人としての地位を承継するには，賃借人に対して承継の通知をしなければならない。 

エ．賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において，そのために賃借人が 

賃借をした目的を達することができなくなるときは，賃借人は，契約の解除をすることができ 

る。 

オ．賃貸借は，賃貸人の死亡又は賃借人の死亡のいずれの場合であっても，当然には終了しない。 

  

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ ウ  ４．ウ エ  ５．エ オ 

MN3540 A 

https://youtu.be/AkH7jWal_xY


 
 
 

R01-25 賃貸借 
資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借に関する次のアからオまでの 

各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．賃貸借は，書面でしなければ，その効力を生じない。 

イ．賃貸借の存続期間は，５０年を超えることができない。（問改） 

ウ．当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても，賃貸人がその期間内に解約をする権利を合 

意により留保したときは，賃貸人は，いつでも解約の申入れをすることができる。 

エ．賃貸借の期間が満了した後賃借人が土地の使用を継続する場合において，賃貸人がこれを知 

りながら異議を述べないときは，従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定さ 

れる。 

オ．賃貸借の期間を定めなかった場合において，当事者が解約の申入れをしたときは，賃貸借は， 

解約申入れの意思表示が相手方に到達した時に終了する。 

  

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ エ  ４．ウ エ  ５．ウ オ 

MN3620 B 



 
 
 

R01-25 賃貸借 
資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借に関する次のアからオまでの 

各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．賃貸借は，書面でしなければ，その効力を生じない。 

イ．賃貸借の存続期間は，５０年を超えることができない。（問改） 

ウ．当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても，賃貸人がその期間内に解約をする権利を合 

意により留保したときは，賃貸人は，いつでも解約の申入れをすることができる。 

エ．賃貸借の期間が満了した後賃借人が土地の使用を継続する場合において，賃貸人がこれを知 

りながら異議を述べないときは，従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定さ 

れる。 

オ．賃貸借の期間を定めなかった場合において，当事者が解約の申入れをしたときは，賃貸借は， 

解約申入れの意思表示が相手方に到達した時に終了する。 

  

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ エ  ４．ウ エ  ５．ウ オ 

MN3620 B 

https://youtu.be/Bk4ICMJcJns


 
 
 

R03-26 賃貸借 
賃貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後記 

１から５までのうちどれか。 

  

ア．処分の権限を有しない者は，短期賃貸借の存続期間を超える賃貸借をすることはできない。 

イ．賃貸物である不動産が譲渡された場合，譲渡人と譲受人との間で賃貸人たる地位を譲受人に 

移転させる旨の合意をしても，賃借人の承諾がなければ，賃貸人たる地位を譲受人に移転させ 

ることはできない。 

ウ．不動産賃貸借の対抗要件を備えた賃借人は，その不動産を第三者が正当な権原なく占有して 

いるときには，その第三者に対して返還の請求をすることができる。 

エ．耕作を目的とする土地の賃借人は，不可抗力によって賃料より少ない収益しか得られなかっ 

たときであっても，賃料の減額を請求することはできない。 

オ．賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には， 

賃貸借はこれによって終了する。 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ エ  ４．イ オ  ５．ウ オ 

MN3621 A 



https://youtu.be/pm7UdbpBy_U


 
 
 

H28-35 地上権と土地賃借権 
地上権及び土地賃借権に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたも 

のは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．地上権と土地賃借権は，いずれも抵当権の目的とすることができない。 

イ．土地所有者は，地上権者に対し，土地を使用に適する状態にする義務を負わないが，賃貸人 

は，賃借人に対し，土地を使用に適する状態にする義務を負う。 

ウ．地上権者は，土地所有者の承諾を得ることなく地上権を第三者に譲渡することができるが， 

賃借人は，賃貸人の承諾又はそれに代わる裁判所の許可を得なければ，土地賃借権を譲渡する 

ことができない。 

エ．判例によれば，地上権は時効により取得できるが，土地賃借権は時効により取得できない。 

オ．土地について有益費を支出し，その価格の増加が現存する場合において，地上権者と賃借人 

は，いずれも，その選択に従い，支出した金額又は増価額の償還を土地所有者に請求すること 

ができる。 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．イ オ  ５．エ オ 

MN3650 A 



https://youtu.be/Y4Vtk3T9bOU


 
 
 

H27-24K 賃貸借と使用貸借 
賃貸借及び使用貸借に関する次の１から４までの各記述のうち，使用貸借にのみ当てはまるもの 

はどれか。なお，本問において，賃貸借の賃貸人及び使用貸借の貸主は，いずれも「貸主」とい

い，賃貸借の賃借人及び使用貸借の借主は，いずれも「借主」という。 

  

１．借主は，目的物の通常の必要費を負担する。 

２．借主は，契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い，目的物の使用及び収益を 

しなければならない。 

３．貸主が死亡した場合，契約は当然に終了する。 

４．借主は，契約が終了した場合，目的物を原状に復さなければならないが，借主が目的物に附 

属させた物を収去するには，貸主の同意を得る必要がある。 

MN3660 A 



〇

https://youtu.be/gWRusfxwADw


https://youtu.be/Hve4Gz5opzM


 
 
 

H30-25 転貸借 
Ａは，Ｂに対し，Ａの所有する甲建物を賃料月額１０万円で賃貸し，甲建物をＢに引き渡した。 

その後，Ｂは，Ｃに対し，甲建物を賃料月額１２万円で賃貸し，甲建物をＣに引き渡した。この事 

例に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたもの 

は，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．ＡがＢＣ間の賃貸借を承諾していた場合，Ａは，Ｃに対し，甲建物の賃料として月額１２万 

円の支払を請求することができる。 

イ．ＡがＢＣ間の賃貸借を承諾していた場合，Ｃは，甲建物の修繕を直接Ａに対し請求すること 

ができない。 

ウ．ＡがＢＣ間の賃貸借を承諾していた場合において，ＡがＢとの間で甲建物の賃貸借を合意解 

除したときは，Ａは，Ｃに対し，甲建物の明渡しを請求することができる。 

エ．ＡがＢＣ間の賃貸借を承諾していなかった場合において，ＡＢ間の賃貸借が終了したときは， 

Ａは，Ｃに対し，所有権に基づく甲建物の明渡しを請求することはできるが，ＡＢ間の賃貸借 

の終了に基づく甲建物の明渡しを請求することはできない。 

オ．ＡがＢＣ間の賃貸借を承諾していなかった場合，Ａは，当然にＡＢ間の賃貸借を解除するこ 

とができる。 

  

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ エ  ４．ウ エ  ５．ウ オ 

MN3700 A 



 
 
 

H30-25 転貸借 
Ａは，Ｂに対し，Ａの所有する甲建物を賃料月額１０万円で賃貸し，甲建物をＢに引き渡した。 

その後，Ｂは，Ｃに対し，甲建物を賃料月額１２万円で賃貸し，甲建物をＣに引き渡した。この事 

例に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたもの 

は，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．ＡがＢＣ間の賃貸借を承諾していた場合，Ａは，Ｃに対し，甲建物の賃料として月額１２万 

円の支払を請求することができる。 

イ．ＡがＢＣ間の賃貸借を承諾していた場合，Ｃは，甲建物の修繕を直接Ａに対し請求すること 

ができない。 

ウ．ＡがＢＣ間の賃貸借を承諾していた場合において，ＡがＢとの間で甲建物の賃貸借を合意解 

除したときは，Ａは，Ｃに対し，甲建物の明渡しを請求することができる。 

エ．ＡがＢＣ間の賃貸借を承諾していなかった場合において，ＡＢ間の賃貸借が終了したときは， 

Ａは，Ｃに対し，所有権に基づく甲建物の明渡しを請求することはできるが，ＡＢ間の賃貸借 

の終了に基づく甲建物の明渡しを請求することはできない。 

オ．ＡがＢＣ間の賃貸借を承諾していなかった場合，Ａは，当然にＡＢ間の賃貸借を解除するこ 

とができる。 

  

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ エ  ４．ウ エ  ５．ウ オ 

MN3700 A 

https://youtu.be/8WZ-pIROFSY


 
 
 

R02-25K 賃貸借 
賃貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後記 

１から５までのうちどれか。 

  

ア．賃貸不動産が譲渡され，その不動産の賃貸人たる地位がその譲受人に移転したときは，譲 

渡人が負っていた賃借人に対する費用の償還に係る債務は，譲受人が承継する。 

イ．賃貸人は，賃借人の責めに帰すべき事由によって賃貸物の使用及び収益のために修繕が必 

要となったときであっても，その修繕をする義務を負う。 

ウ．賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合に 

おいて，それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは，賃料は， 

その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて，減額される。 

エ．賃借人が適法に賃借物を転貸し，その後，賃貸人が賃借人との間の賃貸借を合意により解 

除した場合，賃貸人は，その解除の当時，賃借人の債務不履行による解除権を有していたと 

きであっても，その合意解除をもって転借人に対抗することはできない。 

オ．賃貸借が終了した場合，賃借人は，通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗につ 

いては，原状に復する義務を負わない。 

  

１．ア ウ  ２．ア エ  ３．イ エ  ４．イ オ  ５．ウ オ 

MN3701 A 



https://youtu.be/vNn50MNcV1k


https://youtu.be/fFks8aUPElo


 
 
 

R01-26K 請負 
請負人の担保責任に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたも 

のは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．仕事の目的物に契約不適合がある場合において，その修補に過分の費用を要するときは， 

注文者は，請負人に対し，不適合の修補を請求することができない。（問改） 

イ．仕事の目的物に契約不適合があり，その修補を請求することができる場合であっても，注文者

は，請負人に対し，修補に代わる損害賠償を請求することができる。（問改） 

ウ．仕事の目的物の契約不適合が注文者の与えた指図によって生じたときは，請負人は，その指図

が不適合であることを知りながら注文者に告げなかったときであっても，担保責任を負わない。

（問改） 

エ．建物の建築の請負において，注文者による修補の請求は，建物が完成した時から１年以 

内にしなければならない。（問改） 

オ．請負人は，担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても，知りながら告げなかっ 

た事実については，その責任を免れない。（問改） 

  

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ ウ  ４．ウ エ  ５．エ オ 

MN3770 B 



https://youtu.be/Uu30h_vkARc


 
 
 

H30-26 委任 
委任に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，後記１から 

５までのうちどれか。 

  

ア．無償委任の受任者は，自己のためにするのと同一の注意をもって，委任事務を処理しなけれ 

ばならない。 

イ．受任者は，いつでも，第三者に委任事務の処理を委託することができる。 

ウ．受任者は，委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは，委任者に対し， 

その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。 

エ．委任は，受任者が後見開始の審判を受けたときは，終了する。 

オ．受任者は，やむを得ない事由がなければ，委任契約を解除することができない。 

  

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ ウ  ４．ウ エ  ５．エ オ 

MN3790 A 



https://youtu.be/Jj9i0DJQ8ms


 
 
 

R02-26 委任 
委任に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた 

ものは，後記１から５までのうちどれか。 

  

ア．委任を解除した者は，その解除の時期にかかわらず，相手方に対する損害賠償責任を負わ 

ない。 

イ．法律行為でない事務の委託については，法律行為の委任に関する民法の規定は準用されな 

い。 

ウ．受任者は，委任事務を処理するのに必要な費用につき，その費用を支払った後でなければ， 

これを委任者に請求することはできない。 

エ．委任者が死亡しても委任が終了しないこととする当事者間の特約がある場合，委任は，委 

任者が死亡しても当然には終了しない。 

オ．委任者が破産手続開始の決定を受けたことによって委任が終了した場合には，委任者は， 

破産手続開始の決定を受けたことを受任者に通知したとき，又は受任者が破産手続開始決定 

の事実を知っていたときでなければ，受任者に対し，委任の終了を主張することができない。 

  

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ ウ ４．ウ エ  ５．エ オ 

MN3821 A 



https://youtu.be/X8ngZrsbqgc


 
 
 

H29-29 寄託 
寄託に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後記１ 

から５までのうちどれか。なお，次のアからエまでの各記述の寄託は，消費寄託ではないものとす 

る。 

  

ア．受寄者は，無償で寄託を受けた場合には，自己の財産に対するのと同一の注意をもって， 

寄託物を保管すれば足りる。 

イ．寄託者は，有償か無償かを問わず，過失なく寄託物の性質若しくは瑕疵を知らなかったと 

き，又は受寄者がこれを知っていたときを除いて，寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損 

害を受寄者に賠償しなければならない。 

ウ．受寄者は，寄託者の承諾を得なければ，寄託物を使用し，又は第三者にこれを保管させる 

ことができない。 

エ．受寄者は，寄託物の返還時期の定めがあるときであっても，寄託者に対して返還する旨の 

通知をした後，相当の期間が経過すれば，返還時期の前に寄託物を返還することができる。 

オ．消費寄託における寄託者は，寄託物の返還時期の定めがあるときであっても，いつでも寄 

託物の返還を請求することができる。 

  

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ エ  ４．ウ エ  ５．ウ オ（問改） 

MN3850 B 



 
 
 

H29-29 寄託 
寄託に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後記１ 

から５までのうちどれか。なお，次のアからエまでの各記述の寄託は，消費寄託ではないものとす 

る。 

  

ア．受寄者は，無償で寄託を受けた場合には，自己の財産に対するのと同一の注意をもって， 

寄託物を保管すれば足りる。 

イ．寄託者は，有償か無償かを問わず，過失なく寄託物の性質若しくは瑕疵を知らなかったと 

き，又は受寄者がこれを知っていたときを除いて，寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損 

害を受寄者に賠償しなければならない。 

ウ．受寄者は，寄託者の承諾を得なければ，寄託物を使用し，又は第三者にこれを保管させる 

ことができない。 

エ．受寄者は，寄託物の返還時期の定めがあるときであっても，寄託者に対して返還する旨の 

通知をした後，相当の期間が経過すれば，返還時期の前に寄託物を返還することができる。 

オ．消費寄託における寄託者は，寄託物の返還時期の定めがあるときであっても，いつでも寄 

託物の返還を請求することができる。 

  

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ エ  ４．ウ エ  ５．ウ オ（問改） 

MN3850 B 

https://youtu.be/bA7RRQnX2cI


 
 
 

R03-27K 寄託 
寄託に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後記１ 

から５までのうちどれか。 

  

ア．寄託は，当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し，相手方がこれを承諾する 

ことによって，その効力を生ずる。 

イ．受寄者は，寄託者の承諾を得なくても，やむを得ない事由があるときは，寄託物を第三者に 

保管させることができる。 

ウ．受寄者は，寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起された場合には，寄託者が 

既にこれを知っているときを除き，遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。 

エ．当事者が寄託物の返還の時期を定めた場合には，寄託者は，その返還の時期が到来するまで 

寄託物の返還を請求することができない。 

オ．複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には，受寄者は，各寄託者の承諾を 

得なくても，これらを混合して保管することができる。 

  

１．ア イ ２．ア ウ  ３．イ エ  ４．ウ オ  ５．エ オ 

MN3851 A 



https://youtu.be/BqgU71GiFQ0


 
 
 

R02-27K 組合 
組合に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，後記１か 

ら５までのうちどれか。 

  

ア．組合員は，組合財産に属する金銭債権につき，その持分に応じて単独で権利を行使するこ 

とができる。 

イ．組合の業務の決定は，業務執行者があるときであっても，組合員の過半数をもってする。 

ウ．組合の存続期間を定めた場合であっても，各組合員は，やむを得ない事由があるときは， 

脱退することができる。 

エ．組合の成立後に新たに加入した組合員は，その加入前に生じた組合の債務について弁済す 

る責任を負わない。 

オ．組合員は，組合員の過半数の同意がある場合には，清算前に組合財産の分割を求めること 

ができる。 

  

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ ウ  ４．ウ エ  ５．エ オ 

MN3891 B 



https://youtu.be/qpbkrOk4pBs


 
 
 

R03-28 組合 
組合に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，後記１から 

５までのうちどれか。 

  

ア．金銭を出資の目的とした場合には，その出資を怠った組合員は，その利息を支払うほか，損 

害の賠償をしなければならない。 

イ．組合の債権者は，債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていた場合であっても， 

その選択に従い，各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。 

ウ．組合員の債権者は，組合財産について，その組合員の持分の限度で権利を行使することがで 

きる。 

エ．組合契約において，当事者が損益分配の割合を定めなかったときは，利益及び損失は，各組 

合員に等しい割合で分配される。 

オ．脱退した組合員は，その脱退前に生じた組合の債務について，従前の責任の範囲内で弁済す 

る責任を負う。 

  

１．ア ウ  ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ  ５．エ オ 

MN3892 B 



https://youtu.be/bmHuH0g7CKc


 
 
 

H30-27 和解の確定効 
和解に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ 

せたものは，後記１から５までのうちどれか。 

ア．ＡがＢに対してＡＢ間の売買契約に基づく甲不動産の引渡しを請求したが，Ｂがこれを拒否 

したため争いを生じた場合には，ＡＢ間で，ＢがＡに対して係争物とは全く関係のない乙不動 

産を譲り渡す旨の和解契約を締結することはできない。 

イ．Ａから債権を買い受けたＢとその債権の債務者であるＣとの間で和解契約が締結された。こ 

の和解に際しては，その債権に係る支払額が争われ，ＡＢ間の売買契約が有効か否かは争われ 

ていなかったが，後に売買契約が無効であることが判明したときは，Ｂは，当該和解契約の錯 

誤による取消しを主張することができる。（問改） 

ウ．Ａは，Ｂとの賭博に負けたため，Ｃに事情を話して小切手を振り出させ，これらの経緯を知 

るＢに交付したところ，ＢＣ間で，小切手の支払金額につき争いが生じ，和解契約が成立した。 

この場合，ＢＣ間の和解契約は公序良俗に反し無効である。 

エ．Ａは，Ｂの運転する自動車と接触し負傷したため，Ｂに対し損害賠償を請求したところ，Ａ 

Ｂ間で，全損害を把握し難い状況の下において，ＢがＡに対して早急に少額の賠償金を支払い， 

Ａはそれ以外請求しない旨の和解契約が成立した。その後，Ａに和解契約の当時は予期し得な 

かった後遺症が生じた。この場合，Ａは，Ｂに対し，新たに生じた後遺症につき損害賠償を請 

求することができる。 

オ．Ａは，自己の所有する建物をＢに賃貸したが，Ｂが賃料の支払を遅滞したため，Ｂに対して 

賃料の支払を請求し，ＡＢ間で，Ｂが以後賃料の支払を１か月分でも怠ったときには賃貸借契 

約は当然解除となる旨の和解契約が成立した。この場合，その後に賃料の不払があったときは， 

Ｂは，信頼関係の不破壊を主張して解除の効力を争うことができない。 

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ エ  ４．ウ エ  ５．ウ オ 

MN3900 B 



 
 
 

H30-27 和解の確定効 
和解に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ 

せたものは，後記１から５までのうちどれか。 

ア．ＡがＢに対してＡＢ間の売買契約に基づく甲不動産の引渡しを請求したが，Ｂがこれを拒否 

したため争いを生じた場合には，ＡＢ間で，ＢがＡに対して係争物とは全く関係のない乙不動 

産を譲り渡す旨の和解契約を締結することはできない。 

イ．Ａから債権を買い受けたＢとその債権の債務者であるＣとの間で和解契約が締結された。こ 

の和解に際しては，その債権に係る支払額が争われ，ＡＢ間の売買契約が有効か否かは争われ 

ていなかったが，後に売買契約が無効であることが判明したときは，Ｂは，当該和解契約の錯 

誤による取消しを主張することができる。（問改） 

ウ．Ａは，Ｂとの賭博に負けたため，Ｃに事情を話して小切手を振り出させ，これらの経緯を知 

るＢに交付したところ，ＢＣ間で，小切手の支払金額につき争いが生じ，和解契約が成立した。 

この場合，ＢＣ間の和解契約は公序良俗に反し無効である。 

エ．Ａは，Ｂの運転する自動車と接触し負傷したため，Ｂに対し損害賠償を請求したところ，Ａ 

Ｂ間で，全損害を把握し難い状況の下において，ＢがＡに対して早急に少額の賠償金を支払い， 

Ａはそれ以外請求しない旨の和解契約が成立した。その後，Ａに和解契約の当時は予期し得な 

かった後遺症が生じた。この場合，Ａは，Ｂに対し，新たに生じた後遺症につき損害賠償を請 

求することができる。 

オ．Ａは，自己の所有する建物をＢに賃貸したが，Ｂが賃料の支払を遅滞したため，Ｂに対して 

賃料の支払を請求し，ＡＢ間で，Ｂが以後賃料の支払を１か月分でも怠ったときには賃貸借契 

約は当然解除となる旨の和解契約が成立した。この場合，その後に賃料の不払があったときは， 

Ｂは，信頼関係の不破壊を主張して解除の効力を争うことができない。 

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ エ  ４．ウ エ  ５．ウ オ 

MN3900 B 

https://youtu.be/veQjqka0EqM

